
高知県森林整備加速化・林業再生協議会規約

（名称）

第 1条 この協議会は、高知県森林整備加速化・林業再生協議会（以下「協議会」という。）

という。

（目的）

第２条 協議会は、高知県森林整備加速化・林業再生基金及び森林整備化・林業再生交付

金を活用した事業（以下「基金等事業」という。）を利用し、間伐等の森林整備の加速化

と森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を実現することを目的とする。

（業務）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

（１）地域の課題解決に向けた事業計画の素案の作成その他の事業実施のための調査

（２）間伐・路網整備等の計画の調整、間伐材の供給・需要に係る協定締結等の調整

及び事業実施に向けた関係者の同意取付等の調整

（３）事業のフォローアップ

（４）その他事業実施に当たって必要な業務

（委員）

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。

（１）高知県森林組合連合会

（２）高知県木材協会

（３）高知県素材生産業協同組合連合会

（４）高知県森林土木協会

（５）高知県森林整備公社

（６）市長会

（７）町村会

（８）その他知事が認める者

２ 委員の任期は、２年とする。

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、資料の提

出、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

（役員）

第５条 協議会に次の役員を置く。

（１）委員長 １人

（２）副委員長 １人

２ 委員長は、委員の互選により定める。

３ 副委員長は、委員長の指名により定める。

４ 役員の任期は、２年とする。

５ 役員の職務は、次によるものとする。

（１）委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

（２）副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。



（会議）

第６条 協議会の会議（以下「検討会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長と

なる。

２ 検討会議は、委員の過半数（委任状（第１、２号様式）による委任を含む。）が出

席しなければ開くことができない。

３ 検討会議は公開とする。ただし、協議会において特に必要と認める場合は、非公開

とすることができる。

４ 第４条第１項に定める委員が検討会議を欠席する場合、委員長は、当該委員の申出

により委員長への委任及び代理出席を認めることができる。

５ 第８条第２項に定める地域部会長は、地域の意見を反映させるため、オブザーバー

として参加するものとする。

（意思決定）

第７条 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによるものとする。

（地域部会）

第８条 計画の策定に関し、協議会に次に定める地域部会を設置する。

（１）安芸地域部会

（２）中央東地域部会

（３）嶺北地域部会

（４）中央西地域部会

（５）須崎地域部会

（６）幡多地域部会

２ 地域部会には、部会長を置き、部会長は、各林業（振興）事務所長とする。

（事務局）

第９条 協議会の事務局は、高知県林業振興・環境部林業環境政策課に置く。

２ 地域部会の事務局は、各地域の林業（振興）事務所に置く。

（地域部会の構成員）

第１０条 地域部会の構成員は、次に掲げるものとする。

（１）第４条第 1項各号の委員により推薦されたもの。

（２）その他、各地域の部会長が構成員として適当と認めるもの。

（３）従前の高知県森林整備加速化・林業再生協議会協議会規約により構成員として登

録したもの

２ 地域部会の構成員は、随時追加することができるものとする。

（地域部会の構成員の登録）

第１１条 地域部会の構成員の登録を希望する者は、各地域部会の事務局へ様式３により

申請するものとし、各地域の部会長が申請を認めた時点で、構成員として登録が完了し

たものとする。

なお、第１０条第１項第１号により推薦された者は、登録された者と見做す。

（構成員名簿）

第１２条 協議会の事務局は、構成員名簿を整理し保管するものとする。

２ 各地域の部会長は、構成員名簿を作成し、委員長へ報告しなければならない。



３ 各地域の部会長は、構成員名簿に変更が生じた場合、委員長に報告しなければなら

ない。

（地域部会の業務）

第１３条 地域部会は、地域の実情に応じ以下の業務を行うことができる。

（１）各種基金事業等にかかる構成員への情報の提供

（２）事業実施にあたってのフォローアップ

（３）その他事業実施に当たって必要な業務

（林業専用道（規格相当）及び森林作業道設計・技術審査会）

第１４条 協議会は、林業専用道（規格相当）及び森林作業道の整備にかかる技術的審査・

検討及び調整を行うため、必要に応じて林業専用道（規格相当）及び森林作業道設計・

技術審査会（以下、「審査会」という。）を設置するものとする。

２ 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会長が別に定める。

（運営経費）

第１５条 協議会の運営にかかる経費は、高知県森林整備加速化・林業再生基金積立金等

をもって充てる。

（雑則）

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協

議会に諮って定める。

附則

（施行期日等）

１ この規約は、平成２７年４月１日から施行する。



別表（第９条関係）

地域部会の名称 対象市町村

安芸地域部会
室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町

安田町 北川村 馬路村 芸西村

中央東地域部会 高知市 南国市 香南市 香美市

嶺北地域部会 本山町 大豊町 土佐町 大川村

中央西地域部会
土佐市 いの町 仁淀川町 佐川町 越知町

日高村

須崎地域部会
須崎市 中土佐町 梼原町 津野町

四万十町

幡多地域部会
宿毛市 土佐清水市 四万十市 大月町

三原村 黒潮町



第１号様式

平成 年 月 日

高知県森林整備加速化・林業再生協議会

○○委員長 様

委 任 状

私は、 年 月 日開催の第 回高知県森林整備加速化・林業再生協議会の議決

権については、委員長に委任します。

氏 名 ㊞



第２号様式

平成 年 月 日

高知県森林整備加速化・林業再生協議会

○○委員長 様

委 任 状

私は、 年 月 日開催の第 回高知県森林整備加速化・林業再生協議会の議決

権については、○○に委任します。

氏 名 ㊞



第３号様式

平成 年 月 日

○○地域部会長 様

登録願

高知県森林整備加速化・林業再生協議会の構成員として登録を希望します。

住所

事業体名

代表者名 印


